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高知県公立大学法人は、高知県立大学、高知工科大学及び

高知短期大学（以下「大学」という。）を設置し、及び管理す

る法人であり、地域に開かれた教育研究の拠点として教育研

究活動を行い、その成果を社会に還元することで、地域社会

の活性化及び国際社会の発展に貢献することを目的とする。  

この目的を実現するために、第２期中期目標期間において

は、大学は、これまでの業務の継続にとどまることなく、社

会の変化や県民のニーズを踏まえ、大学の機能強化を図り、

業務運営を行う必要がある。また、平成 27年４月の法人統合

の効果が十分に発揮されるよう、大学間の連携・協働した取

組を進めるとともに、これまで以上に効率的・効果的な組織

運営を行っていく必要がある。  

高知県は、高知県公立大学法人（以下「法人」という。）が

自主的かつ自律的な大学運営を行い、より一層県民の期待及

び負託に応えていくよう、この中期目標を定め、法人に指示

するものである。 

目次 

第１ 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標を達成するた

めの措置 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するた

めの措置 

第４ 財務内容の改善に関する事項を達成するための措置 

第５ 自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標を達

成するための措置 

第６ その他業務運営に関する重要事項を達成するための 

措置 

第７ その他記載事項 

 

目次 

第１ 年度計画の期間及び教育研究上の基本組織 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標を達成するた

めの措置 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するた

めの措置 

第４ 財務内容の改善に関する事項を達成するための措置 

第５ 自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標を達

成するための措置 

第６ その他業務運営に関する重要事項を達成するための 

措置 

第７ その他記載事項 

 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織  第１ 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織 第１ 年度計画の期間及び教育研究上の基本組織 

１ 中期目標の期間  

平成 29年４月１日から平成 35年３月 31日までの６年

間とする。  

 

１ 中期計画の期間 

平成 29年４月１日から平成 35年３月 31日までの６

年間とする。 

 

１ 年度計画の期間 

  平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日までとす

る。 

 

２ 教育研究上の基本組織  ２ 教育研究上の基本組織 ２ 教育研究上の基本組織 

中期目標を達成するため、法人に次のとおり教育研究上の 

基本組織を置く。 

大学 学部等 

高知県立大学 文化学部  

看護学部  

社会福祉学部  

健康栄養学部  

看護学研究科  

人間生活学研究科  

高知工科大学 システム工学群 

環境理工学群 

情報学群 

経済・マネジメント学群 

工学部（注） 

マネジメント学部（注） 

工学研究科 

中期計画を達成するため、法人に次のとおり教育研究上の 

基本組織を置く。 

大学 学部等 

高知県立大学 

 

 

 

 

 

文化学部 

看護学部 

社会福祉学部 

健康栄養学部 

看護学研究科 

人間生活学研究科 

高知工科大学 システム工学群 

環境理工学群 

情報学群 

経済・マネジメント学群 

工学部（注） 

マネジメント学部（注） 

工学研究科 

年度計画を達成するため、法人に次のとおり教育研究上の

基本組織を置く。 

大学 学部等 

高知県立大学 

 

 

 

 

 

文化学部 

看護学部 

社会福祉学部 

健康栄養学部 

看護学研究科 

人間生活学研究科 

高知工科大学 システム工学群 

環境理工学群 

情報学群 

経済・マネジメント学群 

工学部（注） 

マネジメント学部（注） 

工学研究科 
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高知短期大学（注） 

 

社会科学科第二部  

注 高知工科大学工学部は平成 21年度、高知工科大学マネジ

メント学部及び高知短期大学は成 27年度入学生から学生

の募集を停止しており、それぞれの在学生の卒業後に廃止

する。 

 

 

高知短期大学(注) 

 

 

社会科学科第二部 

 

注 高知工科大学工学部は平成 21年度、高知工科大学マネジ

メント学部及び高知短期大学は成 27年度入学生から学生

の募集を停止しており、それぞれの在学生の卒業後に廃止

する。 

 

 

高知短期大学(注) 

 

 

社会科学科第二部 

 

注 高知工科大学工学部は平成 21年度、高知工科大学マネジ

メント学部及び高知短期大学は成 27年度入学生から学生

の募集を停止しており、それぞれの在学生の卒業後に廃止

する。 

 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標 

 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標を達成する 

ための措置 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標を達成する 

ための措置 

１ 教育の質の向上に関する目標 １ 教育の質の向上に関する目標を達成するための措置 １ 教育の質の向上に関する目標を達成するための措置 

（１） 高知県立大学 （１） 高知県立大学 （１） 高知県立大学 

ア 教育の内容及び養成する人材に関する目標  

 

(ア） 学士課程 

     幅広い教養、高度な専門知識及び豊かな人間性を備え、

グローバルな視点と地域への視点とを併せ持ち、広く国

内外で活躍することができる能力を有するとともに、社

会に貢献することができる人材を育成するため、教育内

容の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 教育の内容及び養成する人材に関する目標を達成する 

 ための措置 

（ア） 学士課程 

a  豊かな教養と専門的知識を備え、社会の変化に対応で

きる能力を有する専門職者・社会人を養成するよう教育

内容及び課程を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b  グローバルな視点と地域への視点とを併せ持ち、国内

外の課題に協働して取り組み、社会に貢献できる人材を

育成するよう、教育内容の充実を図る。 

 

  c  変化する社会からの要請や専門領域の発展を反映した 

教育内容を常に改善していくとともに、生涯学び続ける 

姿勢を養成する。 

 
 
 
 

ア 教育の内容及び養成する人材に関する目標を達成する 

ための措置 

（ア） 学士課程 

a   

①  共通教養教育については、編成と実施に関する課

題点を踏まえ、平成 30 年度実施に向けた再編成を

検討する。 

②  教職課程専門教育については、県内の教育関係機

関と連携し、専門性が高く、かつ、社会の変化に対

応できる教員の養成を目指し、再課程認定に向けた

準備を開始する。 

③  各学部においては、社会の変化に対応できる能力

を有する人材を養成するため、専門教育を見直し、

改善について検討する。 

 

b グローバルな視点と地域指向の視点を併せ持ち、国内

外の諸課題について理解を深める科目の再編成並びに

海外の協定締結先・国内の他大学との単位互換など、教

育内容の充実に取り組む。 

 c 

①  社会や学術の動向を反映する内容を取り入れ、 

教育内容の課題及び改善策を明らかにする。 

     ②  学生の主体的な学びの姿勢の育成と専門職者とし

ての生涯学習、キャリア発達に必要な内容を取り入

れ、教育内容の充実を図る。 
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(イ) 大学院課程  

高度な専門知識及び創造性豊かな優れた研究・実践能

力を持つとともに、グローバルな視点を持って地域社会

の問題をはじめ、国内外の諸課題を解決することができ

る能力を備えた専門的職業人及び研究者を育成するた

め、教育内容の充実を図る。  

 

 

 

 

 

 

 d 「域学共生」の理念に基づき、専門知識を活用して地 

域の課題を発見、解決する能力を習得させる教育内容を 

整備し、継続的に実施する。 

 

 

 

 

e 教育成果の質評価を行いながら、大学を取り巻く社会 

の動向を踏まえ、教育分野及び方法を開拓していく。 

 

 

 

（イ）大学院課程 

a グローバルな視点と複眼的な視点とを併せ持ち、課題

を解決できる高度専門職者・研究者・教育者を育成する

よう、専門領域及び学術の発展を踏まえて、社会と連

携・接続した教育内容に発展させる。 

 

 
 
 
 

b 各研究科に設置された各々の専門分野において、地域

社会の課題をはじめ、国内外の諸課題解決に対応できる

専門的能力を養う教育と研究を行う。 

 

c 教育成果の質評価を行いながら、大学院教育及び学術

の動向を踏まえた質の向上につながる教育改革に取り

組み、優れた学位プログラムを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d 

①  専門知識を活用して地域課題の解決に至る方略を 

学ぶことができるよう、実習や演習等の教育内容の

充実を図る。 

②  域学共生科目と学部専門科目の連続性を検討し、 

改善に取り組む。 

 e 

① 教育の質を評価する方法について検討する。 

   ② 教育分野及び教育方法に関する課題を戦略的に分

析し、改善を検討する。 

 

（イ）大学院課程 

a 

①  グローバルな視点と複眼的な視点を併せ持ち、 

社会にとって有為な高度専門職者・研究者・教育者を

育成するよう、教育内容を充実させる。３課程のカリ

キュラムを改正し、新たな科目を設置する。 

② 海外の研究者、先進的な取組を行っている研究者、 

高度実践者との学術交流を推進する。 

 

b 各研究科は、国内の諸課題を解決することができる能

力を育成するため、カリキュラムの再検討や新領域の設

置準備を行う。 

 

 c 

①  大学院の教育の質を評価し、教育分野及び教育方

法上の課題を戦略的に分析し、改善を検討する。 

②  ＤＮＧＬプログラムのこれまでの実績を評価し、

平成 31 年度以降の教育カリキュラム及び新たな運

営方法を検討する。 
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イ  教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア）卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

及び教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシ

ー）に基づいた教育が提供できるよう、必要な教育組織

を整える。 

（イ）教育に必要な教育施設、教育備品等を整え、授業のみ

ならず、積極的に自己学習が可能となる学習環境を整え

る。 

（ウ）組織的な教育能力及び教育方法の改善を目指し、学生

による授業評価・ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）・

ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）を通じて、

教職員の垣根を越え、協力し合いながら相互のスキルア

ップを図る。 

（エ）新設された永国寺図書館の整備・充実を行うとともに、

池図書館においても専門図書及び学術図書の充実を図り

ながら、狭隘化への対応を検討する。また、情報システ

ムのクラウド化や、通信回線の高速化など、教育環境の

充実を図る。 

 

 

 

 

ウ 教育の国際化に関する目標を達成するための措置 

（ア）留学生の受入れや学生の留学を積極的に行うとともに、

国際交流を推進するための拠点づくりに取り組み、日本

人学生と留学生との交流を活性化させ、相互理解を深め

る機会を拡充する。 

 

 

 

（イ）実践的語学力の向上を目指したカリキュラムや実施体

制の整備を図るとともに、英語による教育や国際的な活動

を整備し充実させる。 

 

 

 

 

イ  教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア） 平成 28 年度に見直しを行った卒業認定・学位授与の

方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施

の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいた教育が提

供できるよう、教育組織を検討する。 

（イ）教育に必要な施設、備品等を整え、授業のみならず、

積極的に自己学習が可能となる学習環境を整える。 

 

（ウ）教育・実務経験及び組織の役割に応じた研修機会を確

保するなど、教育・研究能力及び組織管理能力の向上を

図るため、計画的にＳＤ・ＦＤの充実に取り組む。 

 

（エ） 

①  新設された永国寺図書館について、利用状況やニ

ーズ等を把握し、更なる学習環境の整備に取り組む。 

②   各図書館における図書の収蔵能力や配架状況な 

  どを踏まえ、今後の選書の方向性や、専門図書、学 

術図書等の充実を図る方策を検討する。       

③  情報システムのクラウド化や通信回線の高速化に 

向けての課題等の整理に取り組む。 

 

 

ウ 教育の国際化に関する目標を達成するための措置 

（ア） 

    ① 留学生の受入れや在学生の留学など、国際交流セン

ターの総合的な機能を見直し、拠点づくりに向けた検

討に取り組む。 

②  日本人学生と留学生との交流を活性化させ、相互理

解を深める機会を充実させる。 

 

（イ） 

① 外国語の外部検定試験を活用し、また、学生の英語

学習の機会を促す英語学習のプログラムを開拓し、提

供する。 

②  専門教育においても英語による教育を充実させ、 

また、国際的な活動の先行例について情報を提供する。 
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（ウ）国際交流センターは、国際交流プログラムの展開を支

援するとともに、海外の提携大学を拡大し、全学的な規

模で国際教育交流・学術交流を推進する。 

 

 

 

 

 

エ  学生支援に関する目標を達成するための措置 

（ア）留学生、社会人学生、夜間や休日に学ぶ学生及び障が

いのある学生などの多様な学習ニーズに配慮した学習環

境を整備し、きめ細やかな学習支援を行う。  

 

 

 

 

 

 

（イ）各キャンパスの健康管理センターを活用し、多様な背

景を持つ学生の心身の健康の保持・増進を支援する体制を

充実させる。 

 

 

 

（ウ）学生の生活拠点である学生寮（あふち寮）の老朽化対

策に取り組む。また、さくら寮の供用開始に伴い、適切な

管理運営を行う。 

 

（エ）高い就職率の維持と高知県内の就職率の向上に向け、

学生の個性や能力に応じた就職活動への支援を強化する

とともに、生涯にわたるキャリアデザインを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 

① 海外の提携大学との交流内容を検討し、実質化に 

向けた活動を行う。 

② 学内での国際交流・学術交流プログラムの展開を 

支援するとともに、国際交流センター独自の交流活動

を実施する。 

 

 

エ  学生支援に関する目標を達成するための措置 

（ア） 

   ① 学生生活実態及びニーズ調査の分析結果や生委員が

把握した課題やニーズを各部局で共有し、連携して対応

する。 

   ② 留学生（学部学生・大学院生）の日本語力向上を支援

するとともに、増加する対象学生に対する支援のあり方

を検討する。 

③ 障がいのある学生に関しては、各部局が連携して継

続的な支援を行う。 

（イ） 

    ① 学生の多様な健康ニーズに応じた継続的な相談・支

援体制を整備するとともに、社会状況の中で発生する課

題（ＳＮＳ、アルバイト、ストーカー、ＤＶ等）に対し

教育的支援の充実に取り組む。 

    ② 学生の主体的な健康管理活動を支援する。 

（ウ）あふち寮については、生活環境の改善を図るとともに、

建て替えに向けた具体的な検討を行う。また、さくら寮

については、適切な管理運営を行うためのマニュアルを

作成する。 

（エ） 

  ① 高い就職率を維持するため、幅広く、効果的な情報

の収集と学生への効果的な提供を行うとともに、学部毎

に特色のあるガイダンスやセミナーを実施する。 

   ② 高知県内の就職率の向上のため、県内産業界等と連

携し、低年次から参加できる県内企業等の魅力を伝え

るガイダンスやセミナーを実施する。 

③ 各関係部署が連携し、在学生のみならず卒業生の就

職や資格取得等の支援の充実に向け、支援方法を検討

する。 



高知県公立大学法人中期目標（第２期） 中期計画（第２期） 平成 29 年度計画 

 

 6  

（オ）授業料の減免制度や奨学金制度についてのきめ細やか

な相談支援を行い、経済的な支援を継続的に実施する。 

 

（カ）大学院生には、ＴＡ（ティーチング・アシスタント）・

ＲＡ（リサーチ・アシスタント）制度等の活用など、働き

ながら学べる環境整備を行い、経済的な支援に努める。 

（キ）学生の優れた学業や課外活動等を表彰する制度を発展

的に促進する。 

 

（オ）学年担当教員や授業料担当職員等が連携し、経済的な

支援が必要な学生を把握し、授業料減免制度や奨学金制

度の紹介などの支援を行う。 

（カ）大学院生に対しては、ＴＡ・ＲＡ制度を有効かつ積極

的に活用できるよう、支援する。また、さくら寮、授業

料減免制度や奨学金制度の紹介などの支援を行う。 

（キ）成績優秀者の表彰制度の検討など学生の表彰に関する

申し合わせや実施の方法を見直す。 

オ  学生の受入れに関する目標  

広報活動を積極的に行うとともに、入学者受入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー）に基づき、選抜方法の工夫及び改

善を図り、高知県立大学で学ぶにふさわしい学生の確保に努

める。また、県内高等学校との連携を強化し、県内高校性の

受け入れを促進する。 

大学院課程においては、多様な入試制度をなどにより、社

会人及び留学生の受け入れを促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ  学生の受入れに関する目標を達成するための措置 

（ア）入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に

基づき、社会人や留学生など、多様な学生を受け入れる

選抜方法を検討し、適合する学生の確保に努める。 

 

 

（イ）オープンキャンパスや出前講座、進路相談会等の機会

を活用して、受験生をはじめ保護者、高校進路担当教員

等に対する広報を充実させるとともに、県内外の高校進

路担当教員との連絡・連携を密接にして、本学の特長や

魅力を理解し本学で学ぶ意欲にあふれた学生の確保を図

る。 

（ウ）大学院においては、教育内容や教育環境を整え、社会

人及び留学生に魅力ある大学院とするとともに、入試選

抜方法等を見直し、多様な学生の受入れを促進する。 

 

 

 

オ  学生の受入れに関する目標を達成するための措置 

（ア） 平成 28 年度に見直しを行ったアドミッション・ポリ

シーに基づき、多様な学生を受け入れる入試を実施す

る。また、センター試験に替わって実施される「大学入

学希望者学力評価テスト」（仮称）についての情報収集

及び活用方法の検討を進める。  

（イ） オープンキャンパス、進路相談会、高校進路担当教員

説明会等により、高校生や高校進路担当教員等に本学の

特徴や魅力を効果的に発信するための戦略を検討する。 

 

 

 

（ウ） 

① 看護学研究科においては、留学生を含め多様な人材

が受験できるよう、入試実施方法を見直すとともに、

学生確保に向け広報活動の強化に取り組む。 

 

② 人間生活学研究科においては、社会人入試と外国人

留学生入試の入試選抜方法を見直すため、現行制度

の問題点を集約して改善点を挙げる。 

カ 社会人教育の強化に関する目標 

社会のニーズに対応するため、社会人入試制度を継続する

とともに、働きながら学ぶことができる環境を整備し、大学

の専門分野を生かした学び直しの場を提供する。  

 

 

 

 

 

カ 社会人教育の強化に関する目標を達成するための措置 

（ア）学部においては、働きながら学ぶ学生や社会人入試で

入学した学生が安心して学習できるよう、教育環境を常

に見直し、多様な学習ニーズに対応するよう、継続的に

改善を図る。 

 

 

 

 

カ 社会人教育の強化に関する目標を達成するための措置 

（ア）  

① 夜間に学ぶ学生に対して提供する教育内容（カリキ

ュラム）及び実施方法について継続的にモニタリング

を行い、具体的な改善を検討する。 

② 働きながら学ぶ学生が安心して学べるよう、教育支

援体制を検討する。 
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キ 大学間連携に関する目標 

 高知県立大学と高知工科大学とにおける単位互換制度をは

じめとした教育での連携を推進するとともに、学生支援や就

職支援における情報共有等を適切かつ効果的に行うことで、 

学生支援機能の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）大学院においては、多様な立場の学生の経済的状況、

生活状況、学習ニーズに対応する教育内容、教育環境を

整備する。 

 

 

 

キ 大学間連携に関する目標を達成するための措置 

（ア）高知県立大学と高知工科大学で、単位互換制度の活用

及び大学行事の合同開催など、大学間の連携を充実させ

ることにより、多様な学びの場を提供する。 

 

 

 

（イ）高知県立大学と高知工科大学で、学生支援や就職支援

に係る情報を適正かつ効果的に共有することにより、両

大学の学生を支援する。 

（ウ）県内外の大学と連携・協働し、教育研究を活性化する。 

 

（イ） 

① 大学院生の経済的状況、生活状況、学習ニーズに対

応し、教育内容や教育方法を検討する。 

② 大学院生の教育研究を支援する諸制度について情

報提供を行い、活用できるよう、支援する。 

 

キ 大学間連携に関する目標を達成するための措置 

 （ア） 

① 希望する学生には高知工科大学の単位互換科目の

履修を推奨するとともに、高知工科大学からの単位

互換制度による学生の受入れを積極的に行う。 

② 外国語検定試験等について、可能な範囲で高知工科

大学と共同で実施する。 

（イ） 高知工科大学の学生支援・就職支援担当職員と協議し、

効果を踏まえて両大学の学生が参加できるガイダンスや

セミナーを実施する。 

（ウ） 

  ① 共同大学院を継続し、発展させていくための方略を 

検討し、提案する。 

  ② 県内外の大学と連携・協働し、教育研究活動を活性

化する。 

 
 

（２） 高知工科大学 （２） 高知工科大学 （２） 高知工科大学 

ア  教育の内容及び養成する人材に関する目標  

高い専門性に基づき学士課程及び大学院を通じて来るべき 

社会に活躍できる人材の育成を目指し、時代や社会の変化に

対応できる深く幅広い知識及び教養並びに創造的思考力を備

えることができるよう、教育内容の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア  教育の内容及び養成する人材に関する目標を達成する 

ための措置 

（ア）時代や社会の変化に対応できる人材を育成するため、

基礎教育を強化するとともに、学生の学力や関心等に応

じた教育を効果的に行うなど、教育内容の充実を図る。 

 

 

 

 

 

ア  教育の内容及び養成する人材に関する目標を達成する 

ための措置 

（ア） 

 ① 各専門分野において基盤となる知識を十分に修得

させるため、学士課程科目において精査及び見直しを

行った新たなカリキュラムの運用を開始するととも

に、その検証を通じて改善を検討する。 

 ② 成績上位層の学生を対象としたアドバンストプロ

グラム等、学生の学力や関心等に応じた教育施策を実

施する。また、入学者の大学教育への順調な接続を図

るために、導入教育を実施する。 

 ③ 優秀な中学・高校教員を養成するため、教職課程に

おける教育を強化するとともに、採用試験に向けた対



高知県公立大学法人中期目標（第２期） 中期計画（第２期） 平成 29 年度計画 

 

 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育の実施体制に関する目標                 

 高知工科大学の理念に沿った教育を提供するため、卒業認

定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程

編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいた、教

育の実施体制の充実を図る。 

 

 

 

（イ）国内外の第一線で活躍できる人材を育成するため、学

士課程・修士課程の連続教育プログラム充実等の教育改

革を推進する。 

（ウ）高い専門性を有する人材を育成するため、博士後期課

程の研究指導を含めた教育内容の充実を図る。 

 

（エ）社会人としての基礎力を獲得させるため、キャリア教

育の充実を図る。 
イ 教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア）学群・研究科制のもとで、卒業認定・学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方

針（カリキュラム・ポリシー）に基づく教育の実施体制

を充実させる。また、教職協働の組織である各センター

の活動を教育に効果的に反映させるための体制を発展さ

せる。 
（イ）大学の理念に沿った教育を提供するため、教員体制及

び評価制度の充実や教育環境の整備等を行う。 

策や学生指導等を実施する。 

 

（イ）学士課程の専攻と修士課程のコースとの連続性を意識

したカリキュラムに基づいて、専攻及びコースの改編を

実施するとともに、適切な運用を図る。 

（ウ）研究者・技術者としてのスキルを涵養するため、指導

内容を充実させるとともに、理工学分野の知見を広める

ための専門科目を見直し、研究指導体制を充実させる。 

（エ）キャリア形成を支援するための授業を引き続き実施す

るとともに、講義計画の改善を図る。 

イ 教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア）４学群・１研究科制を維持するとともに、教育組織に

ついて、効果的な運営を図るため見直しを行い、教育体

制を改善する。 

（イ）学生指導の充実等、教育の質向上を図るため、必要な

分野の教員を採用し、配置する。また、学生の学習環境

を向上させるため、情報教育 IT インフラの維持及び整備

を行うとともに、学生の自主学習を支援するため、附属

情報図書館の資料やサービスの充実を図る。 

ウ 教育の国際化に関する目標 

豊かな国際感覚を備えた人材を育成するため、教育・研究

のグローバル化を図るとともに、留学生の受け入れや留学を

促進する。 

 また、日本人学生と留学生との交流を活性化するための方

策の検討を行う。 

 

 

ウ 教育の国際化に関する目標を達成するための措置 

学生の国際性の向上を図るため、本学が定めた「グローバ

ル教育の方向性」に基づいた英語教育を推進するとともに、

質の高い海外体験や国際交流の機会を提供するなど、グロー

バル人材育成に繋がる取組を推進する。  

 

ウ 教育の国際化に関する目標を達成するための措置 

① グローバル化への関心度、国際交流経験及び英語コミュ

ニケーション能力の異なる各学生層に、それぞれ対応する

ための新たな取組みを検討する。また、継続的な英語学習

への動機づけにつながる仕組みづくり及び環境整備に取り

組む。 

② 学生の国際性を涵養するため、海外研修や短期留学等の

機会を提供するとともに、報告会を開催するなど、学生に

効果的に周知し、参加を促進する。 

エ 学生支援に関する目標 

学生が安心して健康な大学生活を過ごし、豊かな人間性、

社会性等を養い、社会に有為な職業人として成長できるよう、

多様な学生のニーズに対応した学生支援を行うとともに、学

生の生活拠点の在り方について検討を行う。 

また、学生が望む進路実現に向けた支援を実施するととも

に、県内企業への就職を促進する。 

 

エ 学生支援に関する目標を達成するための措置 

（ア）学生が安心して学業に専念できるよう、学生の置かれ

た経済状況に沿った支援を行う。 

（イ）学業以外でも充実した学生生活を送ることができるよ

う、課外活動や寮生活等に対し支援を行う。 

 

（ウ）学業や課外活動において、実績のある学生が更に向上

心を高めることができるよう、表彰制度等を実施する。 

 

エ 学生支援に関する目標を達成するための措置 

（ア）授業料免除制度を実施し、経済的支援を必要とする学

生を支援する。 

（イ）課外活動を充実させるため、後援会と連携し、経済的

支援や施設整備等を行う。また、寮生への生活指導等を

推進する。 

（ウ）学業や課外活動において、優秀な学生が更に向上心を

高めることができるよう、各種表彰制度及び特待生制度

を実施する。 
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（エ）学生が希望する進路実現に向け、学生の希望や個性及

び能力に応じたきめ細かな就職支援を行う。 

 

 

 

（オ）県内企業への就職を促進するため、県内の産業界等と

の連携を強化し、県内企業の魅力を学生に紹介する。 

 

（カ）学生の身体的・精神的な健康を増進し、安全･安心をキ

ーワードに学生支援の充実を図る。  
 

（エ）採用企業の開拓・関係強化のため、就職センターを中

心に企業訪問や説明会を実施するとともに、学生と採用

企業とのマッチングの場を提供する。また、進路相談等

の学生に対する個別指導や卒業生との連携による支援策

を実施する。 

（オ）学生に県内企業の魅力を伝えるため、県内企業による

業界研究会を早期に開催するなど、県内産業界と連携し

た取組を実施する。 

（カ）学生の相談窓口等を明確化し、周知を図るとともに、

支援が必要な学生情報を一元化的に共有し、教職員間の

連携及び学生支援の充実を図る。 

オ 学生の受入れに関する目標 

広報活動を積極的に行うとともに、入学者受入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー）に基づき、選抜方法の工夫及び改

善を図り、高知工科大学で学ぶにふさわしい学生の確保に努

める。また、県内高等学校との連携を強化し、県内高校生の

受入れを促進する。 

大学院課程においては、多様な入試制度などにより、社会

人及び留学生の受入れを促進する。 

 

オ 学生の受入れに関する目標を達成するための措置 

（ア）入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に

適合する学生を確保するため、新たな入学試験等を実施

するとともに、国が推進する新テストに対応する。 

（イ）国内外の第一線で活躍できる人材の育成を目指し、工

学系において大学院進学を促進する。 

 

（ウ）博士後期課程特待生制度を広く広報し、留学生等の受

入を促進する。 

 

（エ）高知県内高校からの入学を支援するための入試制度及

び奨学制度を実施する。  

 

（オ）大学の特徴やアドミッション・ポリシーが広く認知さ

れるよう、効果的な情報発信を行う。 

オ 学生の受入れに関する目標を達成するための措置 

（ア）入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に

沿った学生を確保するため、新たな入学試験及び入学試

験結果による特待生制度を実施する。 

（イ）学士課程の在学生等に対して、学士課程・修士課程の

６年間一貫教育の意義を周知し、大学院への進学促進を

図る。 

（ウ）留学生の質の向上及び増加を図るため、ホームページ

等を活用し、博士後期課程特待生制度を積極的に広報す

る。 

（エ）高知県内の学生を受け入れる制度を実施するとともに、

高知県内高校出身の入学者を対象とした支援制度を実施

する。 

（オ）大学の特徴やアドミッション・ポリシーを、オープン

キャンパス、大学説明会及び高校訪問等を通じて広く広

報する。 
 

カ 社会人教育の強化に関する目標 

社会のニーズに対応するため、社会人入試制度を継続する 

とともに、働きながら学ぶことができる環境を整備し、大学

の専門分野を生かした学び直しの場を提供する。 

 

カ 社会人教育の強化に関する目標を達成するための措置 

社会人入試制度を引き続き実施するとともに、平成 29 年度

から新たに実施する社会人向けのプログラムを効果的に運用

するなど、社会人教育の充実を図る。 

 

 

 

 

 

カ 社会人教育の強化に関する目標を達成するための措置 

社会人入試制度の実施により、社会人を受け入れる体制 

を維持するほか、土日に授業を開講する大学院起業家コース

を起業マネジメントコースに改編し、運営体制の強化を図る

とともに、プログラム初年度の運営を軌道に乗せる。 

 また、学校教育における教師の資質向上に貢献するため、

修士課程に高度教育実践コースを設置し、専門性と指導力

を併せ持つ教師を養成する体制を構築する。 
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キ 大学間連携に関する目標 

高知県立大学と高知工科大学とにおける単位互換制度を 

はじめとした教育での連携を推進するとともに、学生支援や

就職支援における情報共有等を適切かつ効果的に行うこと

で、学生支援機能の向上を図る。 

キ 大学間連携に関する目標を達成するための措置 

（ア）従来の単位互換制度の活用や施設の共同利用などによ

り、両大学の学生に多様な学びと交流の場を提供する。 

 

 

 

（イ）学生支援や就職支援における情報共有等を行い、広く

学生を支援する。 

キ 大学間連携に関する目標を達成するための措置 

（ア）従来の単位互換制度を活用し、両大学の学生に多様な

学びを提供するとともに、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬ等の

団体受験による試験を高知県立大学と共同実施する。 

     また、永国寺キャンパスに新設された体育館等を共用

し、学生同士の交流の場を提供する。 

（イ）大学間での求人情報や就職関連情報の共有及び合同イ

ベントの開催等を通じて、学生を支援する。 

 

 

（３）高知短期大学 （３）高知短期大学 （３）高知短期大学 

在籍する学生が全員卒業するまでの間、教育目的を達成す

るため必要な教育を行う。 

 

社会人をはじめとする多様な学生が全員卒業するまで、豊

かな人間性と教養を身につけるための教育を実施する。 

 

 

在学生一人ひとりの学習ニーズに配慮して、充実したカリ

キュラムを提供する。卒業し、進路がひらけるよう個別指導

を強める。学生がお互いに支え合いながら、いきいきと学生

生活を送れるようにする。 

２ 研究の質の向上に関する目標 ２ 研究の質の向上に関する目標を達成するための措置 ２ 研究の質の向上に関する目標を達成するための措置 

（１）高知県立大学 （１）高知県立大学 （１）高知県立大学 

ア 研究成果等に関する目標 

学術的専門性を追求する研究、地域課題の解決に寄与する

研究、産業界との連携による学際的研究及び国際的共同研究

に取り組み、国内外に向けて高い水準の研究成果を発信し、

社会に還元する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 研究成果等に関する目標を達成するための措置 

（ア）本学の特色を活かした専門的研究、学際的研究及び国

際的共同研究を促進する。 

 

（イ）競争的資金の獲得を推進するとともに、成果の発信・

社会への還元を図る。 

 

 

 

 

（ウ）地域・現場の重要課題を取り上げ、それらの課題を解

決する研究を戦略的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 研究成果等に関する目標を達成するための措置 

（ア） 

① 専門的研究活動の活性化を推進する。 

② 共同研究、学際的研究、国際的共同研究を促進する

ため、研究情報交流会や講習会を開催する。 

（イ） 

① 外部資金の獲得に向けて、教育研究戦略課は関係者

と連携・協力しながら取り組む。 

② 研究成果を効果的に発信するため、ホームページや 

研究者総覧をリニューアルするなど、充実に取り組 

む。 

（ウ） 

  ① 地域・現場の重要課題を特定化し、課題解決に向け

た研究活動を地域･現場と連携して実施する。 

② 学部横断的な研究プロジェクト、学際的研究プロジ 

ェクト等、研究促進・連携促進のための戦略的体制に 

ついて検討する。 
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イ 研究の実施体制に関する目標 

優れた研究組織として発展するために、組織の弾力化や研

究活動を支援する体制を整え、人的及び物的資源の重点投資

を行い、地域社会の研究拠点としての機能を発揮する。 

 

 

イ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア）重点的研究や学際的研究の促進、若手研究者の育成に

向け、研究費等の資源を重点的に配分するなど、組織

的・戦略的な取組を行う。 

 

 

（イ）地域及び産学官民との連携を図り、実践－教育－研究

を一貫して行う研究体制の整備に努める。 

 

（ウ）最新の研究及び科学の知見を取り入れ、社会的課題を

探究していくために、学術情報をはじめとする研究環境

の充実を図る。 

 

（エ）地域社会の研究拠点としての機能を強化するために、

地域に開かれた研究環境を整備する。 

 
 
 

 

 

イ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア） 

① 重点研究課題に取り組む研究組織の活性化のため 

戦略的体制を整え、研究活動を支援する。 

② 重点研究課題や新しい研究事業に取り組むため、研 

究費等の効果的な配分に努める。 

（イ）高知県の実践－教育－研究の学術拠点の形成や、医療 

保健福祉施設との共同研究、研究支援体制の構築に向け 

た準備に取り組む。 

（ウ） 

① 高知県立大学学術情報リポジトリへの収集・蓄積を

行う。 

② 学術情報の収集と利活用を促進する。     

（エ） 

① 高知県内の研究拠点としての活性化を図るととも

に、相談窓口の設置を検討し、拠点としての機能を明

確化する。 

② 包括連携協定を締結している自治体と協働して、健

康・保健に関するニーズを把握し、研究課題の特定化

に取り組む。 

 

（２）高知工科大学 （２）高知工科大学 （２）高知工科大学 

ア 研究成果等に関する目標 

先端的分野及び学際的分野を含めた様々な専門分野におい

て、産業界との連携も含め、持続的かつ高度な研究を行い、

世界に通用する研究成果を上げるとともに、その成果を社会

に還元する。 

ア 研究成果等に関する目標を達成するための措置 

（ア）持続的かつ高度な研究を行うとともに、国内外に対し

てその成果を公開し、情報発信を促進する。 

 

 

（イ）研究の多様性を高め、新たな研究領域を拡げるため、

各専門分野における研究成果を用いた研究交流等を促

進する。 

 

（ウ）研究成果を世界に発信するため、国際的研究活動を推

進する。 

 

 

 

 

ア 研究成果等に関する目標を達成するための措置 

（ア）総合研究所を中心に、先端的分野の研究活動を行うと 

ともに、各教員の研究内容や論文及び知財等の研究成果 

を広く社会に公表するように努める。また、国内外への 

情報発信のため、学術リポジトリ等の充実を図る。 

（イ）学内外の異分野研究者との連携を図るため、研究交流 

会等を開催し、新たな研究領域の開拓に努める。また、 

複合研究領域の研究者による競争的資金の獲得を支援 

し、研究交流を促進する。 

（ウ）積極的に海外に向けて教員の活動内容を発信するとと 

もに、国際的な研究交流や国際シンポジウムの開催等を 

推進するための取組を行う。 
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イ 研究の実施体制に関する目標 

知の最先端を目指して世界に通用する研究を実施するた

め、組織体制を整え、人的及び物的資源の重点投資を行う。 

また、地域の課題に対応する研究機関としての機能を発揮

する。 

 

イ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア）卓越した研究成果を持続的に創出するため、総合研究

所を本学の重点研究拠点と位置付け、研究体制の充実を

図る。  

 

 

 

 

 

（イ）優れた研究の芽及び優れた成果を上げている分野に対

して、人的及び物的資源の重点投資を行い、研究活動の

充実を図る。 

（ウ） 研究活動を充実させるため、最先端の基盤的研究機器

の導入及び活用を図る。  

（エ）グローバル化に対応した環境づくりを進め、海外との

共同研究や海外研究者の招聘等を促進する。  

（オ）研究情報の取得を容易にするため、附属情報図書館資

料の充実を図る。 

イ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（ア） 

① 総合研究所の重点研究拠点となる研究センターの実

績評価及び組織の発展的改編により、研究の活性化を

促進する。 

   ② 研究者への研究費獲得支援を行うとともに、研究セン

ターに対する特定研究費や科研費採択者への奨励費の

配分を実施する。 

（イ）研究センターの研究活動を評価し、評価に応じた研究

費、研究スペース及びポスドク等の支援を行う。 

 

（ウ）共用研究機器の活用実績を評価し、より効果的な活用

を検討するとともに、保守費等の支援を行う。 

（エ）外国人研究者の受入及び外部資金獲得等を支援する。 

 

（オ）学術情報の充実を図るとともに、研究者の利用を促進

するため、学内への情報発信や利用者支援を行う。

また、永国寺キャンパスにおける図書館サービスの

充実を図る。 

３ 社会貢献の質の向上に関する目標 ３ 社会貢献の質の向上に関する目標を達成するための措置 ３ 社会貢献の質の向上に関する目標を達成するための措置 

（１）地域社会との連携に関する目標 

地域社会との連携を図るとともに、大学の専門性に基づい

た社会貢献を推進する。 

高知県立大学では、地域の現状を踏まえ、域学共生の理念

のもとに、健康長寿県づくり、中山間対策など、地域におけ

る課題の解決や地域の再生・活性化につながる事業を、地域

住民と協働して推進する。 

高知工科大学では、地域連携機構を中心に、地域や行政と

連携し、工学及び経済･マネジメント学など多彩な分野の研究

内容をもって、地域の活性化につなげる活動を推進する。 

 

 

 

 

（１）地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

（ア）地域教育研究センターは、中山間対策など高知県や地

域が抱える現状や課題、ニーズを把握し、県・市町村や

地域の諸組織、本学卒業生などとともに本学との協働体

制を構築し、機能させる仕組みづくりを行い、全学体制

で課題解決に取り組む。 

 

 

 

（イ）健康長寿センターは、関連学部や高知医療センターと

連携して、地域住民の健康福祉に関する興味・関心を高

める活動を実施し、地域と大学とが双方向のコミュニケ

ーションを取りながら地域の健康福祉課題に応える臨地

研究や中山間対策事業などを展開することによって、「日

本一の健康長寿県構想」の実現に寄与する。 

（１）地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

（ア） 

① 県・市町村や地域の諸組織との協働体制の強化、本

学卒業生との協働体制の構築等を目指し、具体的な仕

組みづくりを検討する。 

② 佐川町加茂地区をモデル地区とし、地域課題の分析

を踏まえたアクションプランを立案、実行する。 

③ 地域教育研究センターの機能の発展、充実について

検討する。 

（イ） 

① 高知医療センターとの包括的連携事業に関する事

業を実施する。 

② 高知県中山間地域等訪問看護師育成講座事業や地

域医療介護総合確保基金を活用した事業提案と、継続



高知県公立大学法人中期目標（第２期） 中期計画（第２期） 平成 29 年度計画 

 

 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）地域課題に関する情報を入手できる環境を整備し、学

生が主体的に行動できるよう、プログラムや支援体制を

充実させる。 

 

 

 

 

 

 

イ 高知工科大学 

（ア）地域の活性化や安心・安全な社会の実現を図るため、

研究成果に基づき地域連携機構を中心とした地域や行政

との連携活動を推進し、地域社会への実装や地域・行政

の支援を行う。 

（イ）教員の研究分野や研究成果等に関する情報を積極的に

公開し、地域社会との連携を図る。 

（ウ）開かれた大学として、大学施設の地域住民への開放及

び附属情報図書館の利用促進等を図る。 

 

した事業展開を行う。 

③ 健康長寿センターの機能の発展、充実に取り組む。 

④ 地域に出向き、健康啓発事業に取り組む。 

（ウ） 

① コミュニティーサービスラーニングサポートデス

クを活用し、学生のボランティア情報を効果的に収集

し提供する仕組みを構築する。 

② 立志社中の活動を継続・発展させ、報告会やスキ

ルアップセミナーの企画・開催への学生の参画を促

すとともに、学生による運営体制の構築について検

討する。 

イ 高知工科大学 

（ア）地域連携機構を中心に、専門性に基づいた地域の課題

解決に貢献する取組を推進し、地域や行政との連携を図

る。 

（イ）地域との連携に繋がる共同研究などを推進するため、

県内外で開催される技術説明会及び展示会等に参加し、

社会のニーズと大学シーズのマッチングを図る。 

（ウ）地域の事業及び活動等に対し、大学施設を適切に開放

する。また、地域住民の附属情報図書館の利用促進等を

図る。 

（２） 産学官民連携に関する目標 

高知県が設置する産学官民連携の拠点などとの連携を積極

的に行い、産業振興及び地域の課題解決に向けた活動を行う。 

高知県立大学では、超高齢社会への移行など、社会環境の

急激な変化に伴う新たな保健・医療・福祉ニーズに対応する

ため、専門職者に対する現職教育やキャリア形成の支援を行

い、地域の人材育成に寄与する。 

高知工科大学では、工学及び経済･マネジメント学に基づい

た研究成果を広く公開し、関係機関、行政等と連携して活用

を図ることなどを通じて、産業振興及び地域の課題解決に向

けた活動を推進する。 

 

 

 

 

（２） 産学官民連携に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

（ア）地域教育研究センターは、高知県産学官民連携センタ

ーと連携し、地域から寄せられる多様なニーズに対応す

るよう、関係学部や各センターと協働して、大学の専門

性を活かした産業振興及び地域の課題解決に取り組む。 

（イ）健康長寿センターは、県・市町村及び高知医療センタ

ーと連携して、高知県内で働くことのできる健康福祉関

連の人材の開発、育成事業を実施するとともに、専門職

者の力量アップに取り組む。 

 

 

 

 

（２） 産学官民連携に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

（ア）高知県産学官民連携センターと連携し、大学のシーズ 

を発信する。また、現在までの産官学連携事業や研究活 

動等の状況をホームページに掲載し、大学の専門性の情 

報発信に取り組む。 

（イ） 

① 高知医療センターと連携してキャリアサポート事

業を継続して実施する。 

② 保健医療福祉の従事者を対象として、専門職者に必

要な知識・技術の講習を行い、力量アップに取り組む

（公開講座・リカレント教育等）。 
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イ 高知工科大学 

高知県産学官民連携センターを中心に、高知県や市町村等 

の行政及び民間企業等と連携し、産業振興及び地域の課題解

決に向けた活動を行う。 

イ 高知工科大学 

高知県産学官民連携センターの研究発表会や経営セミナ

ー、土佐ＭＢＡへ講師を派遣するなど、積極的に連携を図る。

また、自治体への講師派遣や政策提言を行うほか、地域課題

についての意見交換を行う。 

(３)  生涯学習の充実に関する目標 

「知の拠点」として、県民一般を対象とした多様な公開講座

や、県民の課題解決のニーズに対応した生涯学習の機会を提

供する。 

高知県立大学では、社会人のニーズに対応した体系的・継

続的で多様な生涯学習プログラムを提供して、県民の学び直

しの機会の更なる充実・強化を図る。 

 

(３)  生涯学習の充実に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

（ア）公開講座、県民開放授業、履修証明プログラム、科目

等履修生制度等を活用し、県民が学び続けることのでき

る生涯学習プログラムを構築し、実施する。 

（イ）専門職者を対象とする研修会やリカレント教育を実施

し、最新の知識や高度な技術を伝え、専門職者の力量ア

ップを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 高知工科大学 

県民一般を対象とした公開講座等を実施するなど、生涯学

習の機会を提供する。  

（３)  生涯学習の充実に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

（ア） 

① 生涯学習に関するニーズ等を把握し、現在実施して 

いる生涯学習プログラム（公開講座・県民開放授業・ 

履修証明プログラム）の評価・改善点等を明確にし、 

生涯学習プログラムの拡充・改善等の方針及び具体策 

を検討する。 

② これまでの実績を踏まえて、可能な範囲で既存プロ

グラムの拡充・改善を行い、受講者数の増加を目指す。 

（イ） 

① 専門職者を対象とする研修会やリカレント教育を

実施し、最新の知識や高度な技術を伝え、専門職者の

力量アップを支援する。 

② 高知県から委託された研修（高知県介護職員喀痰吸

引等研修事業、等）を実施するとともに、研修内容の

充実に取り組む。 

イ 高知工科大学 

 県民一般を対象とした公開講座や講演会等を実施する。 

 

（４） 県内の大学及び高等学校等との連携に関する目標 

地域における高等教育の充実、社会貢献並びに未来を担う

児童及び生徒の学問に対する興味・関心の向上及び進路選択

に資するため、県内の大学及び高等学校等との交流及び連携

を積極的に実施する。 

 

（４） 県内の大学及び高等学校等との連携に関する目標を 

達成するための措置 

ア 高知県立大学 

地域の教育機関や行政等との連携を図り、共同事業等を通

じて、児童や生徒の学問に対する興味や関心を高めるための

公開講座や出前講座等の学習支援活動を実施する。 

 

 

 

 

 

（４） 県内の大学及び高等学校等との連携に関する目標を

達成するための措置 

ア 高知県立大学 

① 小学生・中学生向けの出前講座の拡充のための検討を

行い、合意の得られた方策から実施する。 

② 高知県キャリア教育推進事業費補助金を利用し、福

祉・介護職に対する理解を深める事業を、高校生とその

保護者などを対象に実施する。 

③ これまでの実績を踏まえて、可能な範囲で既存プログ

ラム（出前講座、児童・生徒対象公開講座）の拡充・改

善を行い、出前講座の派遣校数・受講者数の増加を目指
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イ 高知工科大学 

 地域の教育機関や行政等との連携を図り、訪問教育等を通

じた地域の教育に貢献する取組みを実施する。 

 

す。 

 

イ 高知工科大学 

 県内の小中高校等と連携し、訪問教育等を実施するととも

に、県内の学校図書館等と連携を図り、地域の教育を支援す

る。 

 

(５)  南海トラフ地震等災害対策に関する目標 

それぞれの大学の特色を生かして、専門性に基づいた取 

組を進め、地域の災害対策に貢献する。 

高知県立大学では、高知医療センターとの包括的連携協定

など、専門性を生かした連携を強化するとともに、高度な技

術と実践力を備えた災害に強い専門職を養成し、地域はもと

より広く国際社会に貢献する。 

高知工科大学では、地震･津波の自然災害に対し、防災・減 

災につながる研究成果を公開し、関係機関、行政等と連携し

て普及を図るなど、地域の災害対策に貢献する。 

(５)  南海トラフ地震等災害対策に関する目標を達成する 

ための措置。 

ア 高知県立大学 

（ア）高知医療センターなどの医療機関、看護協会などの職

能団体及び県・市町村と連携し、専門性を生かした災害

対策を強化する。 

 

 

 

 

（イ）災害時には大学の施設・設備を地域住民らに開放する

とともに、教職員も被災者の救護・支援等が行えるよう

な取組を推進する。 

 

 

 

（ウ）災害に強い専門職及び国際社会に貢献できる災害看護

のグローバルリーダーを育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 高知工科大学 

  高知工科大学が持つ防災・減災に関する研究成果を広く公 

開し、関係機関、行政等と連携するなど、地域の災害対策に 

貢献する。 

 

（５） 南海トラフ地震等災害対策に関する目標を達成する

ための措置。 

ア 高知県立大学 

（ア）  

① 高知医療センターや看護協会などと継続して連携し、

専門性を生かした災害対策の強化について検討する。 

② 防災・減災、避難所運営などに関し、県・市町村と連

携し、専門的知識を提供する。 

③ 高知市との連携協定をふまえ、高知市と池キャンパス

の避難所運営ルールを整備する。 

（イ） 

  ① 避難所となる施設が安全に使用できるよう危険個所

の改修について検討を行う。 

② 被災者に適切な支援等が行えるよう、必要な防災備

蓄品を洗い出すとともに、備蓄品リストを作成し、関

係部署との情報共有を進める。 

（ウ） 

① 各学部・研究科において、様々な災害状況に対応で

きる社会人・専門職者を養成するため、災害に関する教 

育内容を検討する 

② ＤＮＧＬプログラムにおいては、プログラムの充実

を図り、グローバルリーダーを育成する。 

 
 
 

イ 高知工科大学 

  地震･津波の自然災害に対し、防災・減災につながる研究成

果を公開し、関係機関、行政等と連携して普及を図るなど、

地域の災害対策に貢献する。 

 



高知県公立大学法人中期目標（第２期） 中期計画（第２期） 平成 29 年度計画 

 

 16  

(６) 国際交流に関する目標 

大学の人的資源及び物的資源を活用し、地域の国際交流に

資する活動に貢献する。 

 

(６) 国際交流に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

国際交流センターを中心に、地域における国際交流と多文 

化共生社会づくりを推進する拠点づくりに取り組むととも

に、国際交流活動及び国際理解教育を実施する。 

 

 

イ 高知工科大学 

 学生・教職員の幅広い活動を通じ、地域の国際交流に貢献

する。 

(６) 国際交流に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

① 県内在住で日本語を母語としない人々に対する日本

語講座の内容を充実させて実施する。 

② 留学生を含めた県内在住の外国人が地域を知り交流

を促進する活動を企画、実行する。 

 

イ 高知工科大学 

 地域の国際交流活動に資するため、学生や教職員の地域に

おける国際交流事業への参加等を推進する。 

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目標  

 

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成する 

ための措置  

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成する 

ための措置 

１  運営体制の改善に関する目標  

法人及び大学間の連携・協働を進めるとともに、社会の変

化や県民のニーズを踏まえ、柔軟な対応ができるよう、理事

長及び学長のリーダーシップのもと運営体制の更なる強化を

図る。 

 

１  運営体制の改善に関する目標を達成するための措置  

 理事長及び学長の下、一体感をもった運営を図るため、情

報の共有化や運営方針の共通理解を促進する。 

１  運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

法人内の役員会で、法人全体の運営方針の共通理解を図 

り、各大学では、学長のもと特徴を活かした大学運営を行う。 

 

２ 法人統合の効果に関する目標 

法人統合の効果を最大化できる事務組織の在り方を確立す

る。また、より効率的な事務手続の在り方について、継続的

に見直しを行う。 

 

２ 法人統合の効果に関する目標を達成するための措置 

（１）法人の円滑な業務に資するため、職員の意識改革及び

組織の活性化を図るとともに、大学間の人事交流を実施す

るなど、事務組織のあり方について検討を行う。 

（２）効率的、効果的な業務の遂行を可能とするため、業務

システムについて継続的に見直しを行う。 

２ 法人統合の効果に関する目標を達成するための措置 

（１）法人全体での人事異動によって、事務職員の相互理解

を促進するとともに、組織の活性化を図る。 

（２）業務システムの運用についての検証を行い、必要に応

じて改善を図る。 

 

３  人事の適正化に関する目標  

教育研究活動及び大学運営の質を高めるため、任用及び評

価、研修、給与等人事の諸制度及び運用方法について、不断

の見直しを行う。 

 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）業務運営の質を高めるため、優秀な教職員を確保する

とともに、SD（スタッフ・ディベロップメント）活動を

積極的に実施し、職員の能力向上を図る。 

（２）教職員の人事諸制度を検証し、必要な見直しを図る。 

 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１） 広く教職員の公募を行い、優秀な人材の確保に努める。 

また、外部研修機関が提供する研修等も活用し、職員

の能力向上を図る。 

（２）教職員の人事諸制度を適正に運用するとともに、課題

の検証及び必要な見直しを実施する。 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標 第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 第４ 財務内容の改善に関する事項を達成するための措置 

１  自己収入の増加に関する目標  

教育研究活動等の活性化のため、競争的資金、共同研究資金

及び受託研究資金の受入れ等、自己収入の増加に努める。 

 

１  自己収入の増加に関する目標を達成するための措置  

（１）法人の健全経営に資するため、授業料等の安定的な確

保に努める。 

 

１ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

（１）自己収入の増加を図るため、資産の運用、貸出範囲等

の見直しを進めるとともに、適正な債権管理を行う。 
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（２）外部資金獲得に関する取組を強化する。 

 
 
 

 

（２） 

① 外部資金獲得のため、研究支援体制やサポート内容

を充実させる。 

② 教育、研究、地域貢献及び学生支援のため、基金の

拡充を図る。 

２  経費の効率的な執行に関する目標  

適切な予算管理を通して、常に財務状況を把握及び分析し、

予算の効果的かつ適正な執行に努める。 

 

２  経費の効率的な執行に関する目標を達成するための措置 

（１）財務状況の分析に基づき、重点的かつ効果的な予算措

置を行う。 

（２）予算の執行に当たっては、職員一人一人が、コスト意

識や費用対効果を常に意識し、効率的な運用に努める。 

 

２ 経費の効率的な執行に関する目標を達成するための措置 

（１）法人全体の財務状況を把握し、重点施策に対する予算

配分を行う。 

（２）予算執行状況の可視化を進め、効率的な運用に努める。 

３  資産の運用管理の改善に関する目標 

法人の資産の適切な管理を行うとともに、その有効活用を

図る。 

３  資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための 

措置 

定期的に資産状況を点検し、適切に運用管理を行う。 

３  資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための

措置 

新施設（図書館、体育館、さくら寮）の適切な運用管理を

確立する。 

また、地方独立行政法人法施行規則改正を踏まえ安全性、安

定性に配慮した適正な資金管理に努める。 

第５  自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標  第５  自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標を 

達成するための措置 

第５ 自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標を 

達成するための措置 

１  自己点検評及び評価に関する目標  

教育研究活動及び業務運営について、自己点検及び評価を

定期的に実施するとともに、第三者機関による評価を受ける。 

 

１ 自己点検及び評価に関する目標を達成するための措置  

大学の基本理念に基づいた教育研究活動を推進するため、

自己点検・評価を実施するとともに、第三者機関による評価

を受審し、評価結果を法人及び大学運営に生かす。 

 

１ 自己点検及び評価に関する目標を達成するための措置  

（１）各大学は自己点検・評価のための委員会を設置し、検

証を行う。 

（２）各大学は、認証評価時に示された努力課題について、

適切な対応を行う。 

２   情報公開等に関する目標 

広報活動を充実させるとともに、教育研究活動及び業務運

営について、広く県民の理解を得るため、積極的に情報公開

を行う。 

２  情報公開等に関する目標を達成するための措置 

法人及び大学の活動情報を、積極的かつ戦略的に発信し、

県民への説明責任を果たすとともに、社会からの評価の向上

に向けた広報活動を展開する。 

２ 情報公開等に関する目標を達成するための措置 

様々な媒体を活用した戦略的広報活動を行う。 

また、ホームページを通して積極的な情報公開を行う。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項を達成するための 

措置 

第６ その他業務運営に関する重要事項を達成するための 

措置 

１  施設及び設備の整備、活用等に関する目標 

良好な教育研究環境を確保するため、既存の施設及び設備

の機能保全及び維持管理を計画的に実施するとともに、施設

及び設備の有効活用及び充実を図る。 

１  施設及び設備の整備、活用等に関する目標を達成する 

ための措置  

教育研究及び学生生活に資する環境の整備に努めるととも

に、老朽化施設及び修繕が必要な施設について更新又は修繕

を実施し、法人全体での施設マネジメントのもと有効活用を

図る。 

 
 

１ 施設及び設備の整備、活用等に関する目標を達成する 

ための措置 

（１）各キャンパスにおいて、施設及び設備を点検・調査を

実施するとともに、修繕計画を立案し、良好な教育研究環

境の維持に努める。 

（２）老朽化した施設について、ソフト・ハード両面での総

合的、かつ中長期的な観点からの見直しや適正化を検討す

る。 
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２  安全管理に関する目標  

安全で安心な学修環境及び教育研究活動を確保するため、大

学内の安全管理体制の充実を図るとともに、南海トラフ地震

対策も含め、適切な防災・防犯対策を講ずる。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

（１）安全で安心な教育研究環境を確保するため、安全・衛

生管理を行う。 

（２）南海トラフ地震などの大規模災害に備え、防災計画の

策定や避難訓練等、学生及び教職員の安全確保に取り組

む。 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

（１）学内の危険個所については、速やかに対処するととも

に、衛生委員会を中心に職員の健全な職場環境を確保す

る。 

（２）防災及び危機管理マニュアルの点検、見直しを行い、

防災訓練の質の向上を図る。 

また、大規模災害発生時の安否確認システムの周知及

び改善を図る。 

３  情報管理に関する目標 

法人内の情報通信システムの強化を図るとともに、法人・

大学が保有する学生、職員等の個人情報について、適切に管

理し、保護する。 

 

３  情報管理に関する目標を達成するための措置 

効率的、合理的な大学の業務運営を実現するため、情報イ

ンフラの維持及び整備を行うとともに情報セキュリティ対策

を強化する 

３  情報管理に関する目標を達成するための措置 

（１）効率的、合理的な大学の業務運営を実現するため、情

報インフラの維持及び整備を行う。 

（２）情報セキュリティリスクの低減に向けて取り組むとと

もに、情報セキュリティインシデント対応体制等を整備

する。 

（３）法人全体の情報インフラの運営体制のあり方を検討す

る。 

４ 人権尊重及び法令遵守に関する目標 

各種ハラスメント等の防止に努めるとともに、社会的信頼

性及び業務遂行の公正性を確保するため、コンプライアンス

推進体制の充実を図る。 

 

４ 人権尊重と法令遵守に関する目標を達成するための措置

（１）各種ハラスメントに対する相談体制を充実し、人権に    

関する研修を行う。 

（２）内部監査や不正防止に関する啓発活動を通じて、教職

員が一丸となってコンプライアンス体制の強化を図る。 

４ 人権尊重と法令遵守に関する目標を達成するための措置 

（１）職員の人権尊重の意識向上のために研修会を開催する

とともに、相談窓口を設置し、学生・職員問わず相談に

応じられる機能の充実を図る。 

（２）内部監査を実施し業務改善につなげる。 

また、公正な研究活動を行うため、研究倫理教育を実

施する。 

５ 環境保全等に関する目標 

法人の社会的責務として環境保全に努め、持続可能な社会

の実現に貢献する。 

 

５ 環境保全等に関する目標を達成するための措置  

省エネルギー、省資源及び CO２排出削減を推進し、エコ

キャンパス化を図る。 

５ 環境保全等に関する目標を達成するための措置 

省エネルギー対策を推進し CO２排出削減に努めるととも

に、３キャンパスの適切なエネルギー利用の管理を行う。 


